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告 示 (第187号－第203号)

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) １

○生活保護法に基づく介護機関の指定 (保護・援護課) １

○生活保護法に基づく指定介護機関の名称及び所在地の変更

(保護・援護課) ２

○生活保護法に基づく指定介護機関の廃止 (保護・援護課) ２

○特定非営利活動法人設立の認証申請 (社会活動推進課) ３

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ３

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ３

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ４

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ４

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ５

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ５

○保安林予定森林に関する農林水産大臣からの通知 (森林保全課) ５

○保安林指定施業要件の変更に係る農林水産大臣からの通知

(森林保全課) ６

○保安林指定施業要件の変更予定森林の所在場所等 (森林保全課) ６

○開発行為に関する工事の完了 (都市計画課) ６

○道路の供用の開始 (道路維持課) ６

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定事項の変更 (会計管理局会計課) ７

公 告

○福岡県行政手続条例に基づく意見募集 (労働政策課) ７

監 査 委 員

○監査結果の報告に係る措置の公表 (監査委員事務局総務課) ７

正 誤

○開発行為に関する工事の完了 (平成23年１月福岡県告示第90号) 中

正誤 12

福岡県告示第187号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

筑紫野市針摺２丁目635番１及び645番１

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

福岡市城南区七隈８丁目19番１号

学校法人 福岡大学

理事長 鎌田 迪貞

福岡県告示第188号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２第１項 (中国残留邦人等の円滑な帰

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (平成６年法律第30号｡ 以下 ｢法｣

という｡ ) 第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む｡ ) の規定に基

づき､ 介護機関の指定をしたので､ 生活保護法第55条の２ (法第14条第４項においてそ

の例によるものとされた場合を含む｡ ) の規定により次のように告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡
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福岡県告示第189号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２ (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (

平成６年法律第30号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第14条第４項においてその例によるものと

された場合を含む｡ ) の規定に基づき､ 指定介護機関から名称及び所在地の変更の届け

出があったので､ 生活保護法第55条の２ (法第14条第４項においてその例によるものと

された場合を含む｡ ) の規定により次のように告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 名称の変更

２ 所在地の変更

福岡県告示第190号

生活保護法 (昭和25年法律第144号) 第54条の２第４項において準用する同法第50条

の２ (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律 (

平成６年法律第30号｡ 以下 ｢法｣ という｡ ) 第14条第４項においてその例によるものと
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大介歯191
大黒町デンタルク
リニック

大牟田市大黒町２丁目19－
４

22・12・１ 居管

筑紫地介薬
27

中央薬局かたなわ
店

筑紫郡那珂川町片縄北３丁
目11－19

23・１・１ 居管・予居管

糸島地居49
介護老人保健施設
ふる里

糸島市二丈深江2359－２ 22・12・１

通リ・短療・
老保・居支・
予通リ・予短
療・予認共

飯居271
東ヶ丘訪問看護ス
テーション

飯塚市下三緒35－442 22・10・１ 訪看・予訪看

大居200 宅老所ことのは 大牟田市大字吉野737－４ 22・12・20 通介

直居94
ひまわりヘルパー
ステーション

直方市大字上境正津1592－
１

22・12・１ 訪介・予訪介

直居95
ひまわりデイサー
ビスセンター

直方市大字上境正津1592－
１

22・12・１ 通介・予通介

宮支21
マインケアプラン
サービス

宮若市鶴田1381－２ 19・４・１ 居支

飯居272 通所介護であい庵 飯塚市勢田2503－６ 23・１・１ 通介・予通介

柳居47
もろふじ介護サー
ビス

柳川市三橋町久末147 22・５・１
福用・福販・
予福用・予福
販

行居81
ヘルパーセンター
コスモス今川

行橋市大字大野井478 23・１・１ 訪介・予訪介

行居82
デイサービスセン
ターコスモス今川

行橋市大字大野井478 23・１・１ 通介・予通介

像居59
デイサービスけや
き通り

宗像市城四ヶ丘４丁目20－
２

23・１・１ 通介・予通介

糸島地居50
むつみヘルパース
テーション

糸島市志摩師吉140－10 22・12・１ 訪介・予訪介

粕居91
みらいデイサービ
スセンター志免

糟屋郡志免町王子３丁目24
－１

22・12・１ 通介・予通介

粕介340 志免総合診療所
糟屋郡志免町志免４丁目22
ー11

22・３・１
訪看・居管・
予訪看・予居
管

宮居52
グループホームう
ぐいす

宮若市本城1104 22・12・１ 認共・予認共

指定番号 旧 名 称 新 名 称 所 在 地 変更年月日

飯居51
末永病院デイサー
ビスセンター

末永病院デイサー
ビスはればれ

飯塚市幸袋120－２ 23・１・９

指定番号 名 称 旧所在地 新所在地 変更年月日

飯居51
末永病院デイ
サービスはれ
ばれ

飯塚市幸袋124－１ 飯塚市幸袋120－２ 23・１・９

八女居18
マルホ介護サ
ービス

八女市本村347 八女市本町２－259 20・７・４

�



された場合を含む｡ ) の規定に基づき､ 指定介護機関から廃止の届け出があったので､

生活保護法第55条の２ (法第14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む

｡ ) の規定により次のように告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第191号

特定非営利活動促進法 (平成10年法律第７号) 第10条第１項の規定に基づき､ 特定非

営利活動法人設立の認証申請があったので､ 同条第２項の規定により次のとおり公告す

る｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 申請のあった年月日

平成22年12月８日

２ 申請に係る特定非営利活動法人

� 名称

特定非営利活動法人共助の場 集楽

� 代表者の氏名

蔦川 正義

� 主たる事務所の所在地

福岡県福岡市博多区博多駅前３丁目６番１号

� 定款に記載された目的

この法人は､ 主に福岡県において､ 生活者自らが生活者相互に助け合うための社

会起業 (このうち地域住民に生活物資や生活文化の提供・斡旋や生活支援をするた

めの事業を行う活動をこの法人では ｢共助の場｣ と呼び､ そこでの事業を ｢共助の

場事業｣ と呼ぶ｡ ) を支援する事業を行い､ あるいはこの法人自らが共助の場事業

を行うことによって､ 生活者の生活向上､ 地域経済の活性化および雇用機会の増進

に寄与することを目的とする｡

福岡県告示第192号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

朝倉郡東峰村大字宝珠山560

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は､ 定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

３ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及び東

峰村役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第193号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡
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�
� 指定番号 名 称 所 在 地 廃止年月日

筑介歯37 なかむら歯科医院 筑後市一条町浦1231－１ 21・３・31

糸島地生介
老３

介護老人保健施設ふる里 糸島市二丈深江中ノ浦2359－２ 22・11・30

粕居75
労協センター事業団福岡
粕屋事業所

糟屋郡篠栗町篠栗4859－１ 22・10・31

�



平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

田川郡添田町大字野田字持柿932の１､ 930・931 (以上２筆について次の図に示す

部分に限る｡ ) ､ 字城ノ平936､ 937の16から937の18まで､ 937の22から937の25まで､

937の29から937の32まで

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は､ 択伐による｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

３ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法､ 期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次の図｣ 及び ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その図面及び関係書類を福岡県農林

水産部森林保全課及び添田町役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第194号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

久留米市山本町耳納字赤井2335､ 2341､ 2342､ 2355の１､ 2355の２､ 2356の２､

2357の１､ 2357の２､ 2358の１､ 2364の２､ 2356の１ (次の図に示す部分に限る｡ )

､ 字コウタケ2655の27から2655の29まで､ 2655の31､ 2655の40､ 2655の41

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 次の森林については､ 主伐は､ 択伐による｡

字赤井2356の２､ 2357の２､ 2341・2356の１・2357の１ (以上３筆について次

の図に示す部分に限る｡ )

イ その他の森林については､ 主伐に係る伐採種を定めない｡

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

エ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法､ 期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次の図｣ 及び ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その図面及び関係書類を福岡県農林

水産部森林保全課及び久留米市役所に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第195号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

筑紫野市大字山口2477・2589の１・2623 (以上３筆について次の図に示す部分に限

る｡ )

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は､ 択伐による｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る
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市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度

次のとおりとする｡

( ｢次の図｣ 及び ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その図面及び関係書類を福岡県農林

水産部森林保全課及び筑紫野市役所に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第196号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

朝倉郡東峰村大字小石原鼓字玉来3230､ 3233の１､ 3233の２､ 3234の１､ 3234の２

２ 指定の目的

土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐は､ 択伐による｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとす｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法､ 期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及び東

峰村役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第197号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

田川郡福智町伊方４の70､ 146の１､ 160の２､ 160の３､ 165､ 231の２､ 231の３

２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は､ 定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

ウ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法､ 期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及び福

智町役場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第198号

農林水産大臣から､ 次のように保安林を指定しようとする旨の通知を受けたので､ 森

林法 (昭和26年法律第249号) 第30条の規定により告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 保安林予定森林の所在場所

八女市上陽町上横山字五本松2779､ 字納又3305､ 3306､ 字西ノ谷3322の１､ 3322の

２､ 上陽町北川内字舟木3210､ 3234､ 3245の３､ 字眞名子3933､ 字室園4655､ 4664､

上陽町久木原字大山1715の１､ 1715の３､ 1716､ 1717､ 1718の１､ 字椎平2250の１､

2253の１､ 2255の１､ 2258の１､ 2259､ 2336､ 2339､ 2359の２､ 字浦谷2250の２､ 字

倉園2460

�

�

�

�

�

�
�
�

�

�

�
�
�

�

�
�

	
�
�


�
�

�



２ 指定の目的

水源のかん養

３ 指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は､ 定めない｡

イ 主伐として伐採をすることができる立木は､ 当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする｡

３ 間伐に係る森林は､ 次のとおりとする｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及び八

女市役所に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第199号

農林水産大臣から､ 次のように保安林の指定施業要件の変更をしようとする旨の通知

を受けたので､ 森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の３において準用する同法第30

条の規定により次のように告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

平成８年10月22日農林水産省告示第1688号 (１及び３に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法､ 期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び関係市役

所に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第200号

森林法 (昭和26年法律第249号) 第33条の２第１項の規定に基づき､ 保安林の指定施

業要件の変更をする予定であるので､ 同法第33条の３において準用する同法第30条の２

の規定により次のように告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所と指定の目的

次に掲げる告示で定めるところによる｡

昭和58年７月19日農林水産省告示第1209号 (２に係るものに限る｡ )

２ 変更に係る指定施業要件

� 立木の伐採の方法 変更しない｡

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法､ 期間及び樹種

変更後の立木の伐採の限度並びに植栽の方法及び樹種は､ 次のとおりとする｡

( ｢次のとおり｣ は､ 省略し､ その関係書類を農林水産部森林保全課及び添田町役

場に備え置いて縦覧に供する｡ )

福岡県告示第201号

次の開発行為に関する工事が完了したので､ 都市計画法 (昭和43年法律第100号) 第

36条第３項の規定により公告する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 開発区域に含まれる地域の名称

糟屋郡久山町大字久原字東2479番４及び2479番６

２ 開発許可を受けた者の所在地､ 名称及び代表者氏名

糟屋郡久山町大字久原2479番地４

今林 直樹

福岡県告示第202号

道路法 (昭和27年法律第180号) 第18条第２項の規定に基づき､ 次の道路の供用を平
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成23年１月26日から開始する｡

その関係図面は､ この告示の日から２週間､ 関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

福岡県告示第203号

次のように福岡県領収証紙の売りさばき人の指定事項を変更したので告示する｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

公告

福岡県立勤労青少年文化センター条例施行規則の一部改正案について､ 次のとおり意

見を募集します｡

平成23年１月26日

福岡県知事 麻 生 渡

１ 意見募集期間

平成23年１月17日から平成23年２月15日まで

２ 概要､ 受付方法等

関連資料については､ 福岡県ホームページ (http://www.pref.fukuoka.lg.jp/) に掲載

するほか､ 福岡県福祉労働部労働局労働政策課に備え置きます｡

監査公表第14号

｢NPO・ボランティアとの協働について｣ 実施した行政監査結果の報告 (平成22年２

月22日21監総第881号) に基づき､ 知事から措置を講じた旨の通知 (平成23年１月６日

22社活第1129号) があったので､ 地方自治法 (昭和22年法律第67号) 第199条第12項の

規定により､ 次のとおり公表する｡

なお､ 監査結果についても､ 再度掲載する｡

平成23年１月26日

福岡県監査委員 工 藤 壽 文

同 進 谷 庸 助

同 伊 藤 龍 峰

同 日 野 喜美男
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� 県土整備

事務所名
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間

南筑後
大 詫 間

線
大 川

大川市大字大野島2983・2986番１合併－１先から
大川市大字大野島2991番１先まで

売りさ
ばき人
証番号

売りさばき人の
住所及び氏名

売りさばき所 変更年月日

新

176

福岡市南区塩原２丁目３
－１
南警察署内
福岡南交通安全協会
会長 橋田 紘一 福岡市南区塩原２丁目３－１

南警察署内
平成23年
１月11日

旧

福岡市南区塩原２丁目３
－１
南警察署内
福岡南交通安全協会
会長 堀川 勝男

新
77

福岡市博多区東公園２番
31号
福岡県行政書士事業協同
組合

福岡市博多区東公園２番31号
平成23年
１月11日

旧 福岡市博多区千代４丁目 福岡市博多区千代４丁目29番46号

29番46号
アストール博多ビル２階
福岡県行政書士事業協同
組合

アストール博多ビル２階

公 告

監 査 委 員
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１
知
事
か
ら
提
出
さ
れ
た
措
置
結
果

講
じ
た
措
置
の
内
容

１
協
働
に
対
す
る
県
職
員
の
意
識
醸
成
に
つ
い
て

今
年
度
か
ら
は
､
職
員
研
修
所
と
連
携
の
も
と
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
及
び
協
働
に
関
す
る
基
礎
知
識
を
身
に
つ
け
る
研
修
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
行
い
､
そ
の
後
､
職
員
研
修
所
に
お
い
て
協
働
事
業
の
事
例
研
究
､
さ
ら
に
具
体
的
な
協
働
の
進
め
方

等
の
実
践
的
な
研
修
と
､
３
段
階
に
分
け
て
実
施
し
て
い
る
｡
こ
れ
に
よ
り
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
関
す
る
基
礎
知
識
か
ら
協
働
案
の
作

成
ま
で
､
体
系
立
て
て
一
貫
し
た
研
修
が
可
能
と
な
っ
た
｡

ま
た
､
本
県
が
目
指
す
｢新
し
い
共
助
社
会
｣
の
実
現
の
た
め
､
協
働
推
進
員
を
通
じ
た
協
働
事
例
の
情
報
発
信
を
引
き
続
き

実
施
し
､
協
働
に
対
す
る
職
員
の
理
解
と
意
識
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
｡

２
協
働
事
業
の
協
議
に
つ
い
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
に
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
か
ら
協
働
に
つ
い
て
の
相
談
が
あ
っ
た
際
は
､
事
業
を
所
管
す
る
課
に
引
き

継
い
だ
上
で
､
必
要
に
応
じ
て
事
前
協
議
の
場
に
同
席
す
る
な
ど
､
十
分
な
事
前
協
議
の
確
保
に
努
め
る
｡

３
協
働
事
業
の
評
価
､
反
映
に
つ
い
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
及
び
事
業
課
に
対
し
て
､
協
働
事
業
終
了
後
は
｢ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
協
働
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
に
沿
っ

た
協
働
の
観
点
か
ら
の
過
程
の
検
証
及
び
今
後
の
協
働
事
業
に
活
か
す
た
め
の
事
業
の
評
価
・
分
析
の
実
施
等
､
適
切
な
事
業
執

行
と
な
る
よ
う
引
き
続
き
助
言
し
て
い
く
｡

４
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
基
盤
強
化
に
つ
い
て

｢Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
企
業
､
行
政
と
の
協
働
に
つ
い
て
の
提
言
｣
を
踏
ま
え
､
協
働
力
向
上
セ
ミ
ナ
ー
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
会

計
・
税
務
セ
ミ
ナ
ー
等
の
開
催
や
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
へ
の
専
門
ス
キ
ル
を
持
っ
た
活
動
ス
タ
ッ
フ
の
派
遣
事
業
な
ど
を
実
施
し
て
お
り

､
引
き
続
き
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
基
盤
強
化
に
努
め
て
い
く
｡

ま
た
､
平
成
22
年
７
月
に
企
業
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
､
有
識
者
等
に
よ
る
｢Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
企
業
､
行
政
と
の
協
働
実
践
会

議
｣
を
設
置
し
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
の
活
動
基
盤
強
化
を
含
め
た
課
題
解
決
方
法
な
ど
､
今
後
の
多
様
な
主
体
の
協
働
の
実
践
に
向
け
た

取
り
組
み
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
て
い
る
｡

５
活
動
環
境
整
備
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
措
置
に
つ
い
て

今
年
度
か
ら
企
業
と
の
協
働
な
ど
も
テ
ー
マ
に
と
り
あ
げ
る
な
ど
､
セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
を
よ
り
実
効
性
の
あ
る
内
容
に
見
直
し

た
｡ 今
後
と
も
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い
る
運
営
相
談
の
ほ
か
､
団
体
及
び
地
域
の
ニ
ー
ズ
を
踏
ま
え

た
講
座
を
実
施
し
て
い
く
｡

６
公
募
に
お
け
る
応
募
団
体
の
拡
大
に
つ
い
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
へ
募
集
チ
ラ
シ
や
応
募
要
項
等
を
郵
送
す
る
ほ
か
､
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
等
の
広
報
媒
体
を
活
用
し

､
多
く
の
団
体
が
適
時
な
情
報
の
把
握
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
｡

７
企
業
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
に
つ
い
て

平
成
22
年
３
月
､
新
し
い
共
助
社
会
の
実
現
に
向
け
て
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
､
企
業
､
行
政
な
ど
の
各
主
体
が
参
加
し
､
協
働
に
向
け

た
情
報
交
換
や
交
流
な
ど
を
行
う
｢ふ
く
お
か
協
働
ひ
ろ
ば
｣
を
発
足
さ
せ
た
｡

ま
た
､
７
月
に
は
､
｢Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
企
業
､
行
政
と
の
協
働
実
践
会
議
｣
を
設
置
し
､
協
働
の
実
践
に
向
け
た

取
り
組
み
に
つ
い
て
議
論
を
進
め
て
い
る
｡
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� ２
監
査
結
果
(再
掲
)

さ
ら
に
､
各
企
業
へ
の
訪
問
活
動
や
､
｢Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
企
業
と
の
協
働
面
談
会
｣
を
実
施
し
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
と
企
業
と
の
協
働
を
促

進
し
て
い
る
｡

８
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
に
対
す
る
広
報
や
啓
発
に
つ
い
て

｢県
政
だ
よ
り
｣
等
の
県
の
広
報
媒
体
を
は
じ
め
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
情
報
誌
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
通
じ
て

､
広
く
周
知
に
努
め
て
い
る
｡

ま
た
､
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
関
し
て
は
､
よ
り
使
い
や
す
く
､
分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
た
め
､
平
成
２
３
年
４
月
か
ら
の
始

動
に
向
け
て
改
修
に
取
組
ん
で
い
る
｡

�
�
�
�
�
�
�
�

１
協
働
に
対
す
る
県
職
員
の
意
識
醸
成
に
つ
い
て

協
働
推
進
員
会
議
を
通
じ
て
､
部
局
内
の
協
働
に
対
す
る
普
及
啓
発
に
努
め
る
と
と
も
に
､
職
員
研
修
所
の
研
修
に
お
い
て
､

協
働
に
関
す
る
研
修
を
行
う
な
ど
､
県
職
員
の
意
識
の
醸
成
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
｡

県
の
取
組
も
あ
っ
て
､
意
識
醸
成
は
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
が
､
職
員
の
中
に
は
協
働
の
意
義
や
目
的
等
の
理
解
や
認
識
の

不
足
が
見
受
け
ら
れ
､
社
会
活
動
推
進
課
と
協
働
事
業
実
施
所
属
の
協
働
に
対
す
る
意
識
に
は
相
違
が
あ
り
､
両
者
の
連
携
が
不

十
分
な
面
が
あ
っ
た
｡

今
後
と
も
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
理
解
を
は
じ
め
､
協
働
の
意
義
､
目
的
等
に
つ
い
て
理
解
・
認
識
を
深
め
て
い
く

必
要
が
あ
り
､
協
働
の
推
進
に
向
け
た
共
通
認
識
を
向
上
さ
せ
る
た
め
､
研
修
方
法
・
内
容
の
工
夫
を
図
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

と
と
も
に
､
協
働
推
進
員
を
通
じ
た
職
員
へ
の
協
働
事
業
の
取
組
の
働
き
か
け
な
ど
を
さ
ら
に
工
夫
し
て
進
め
る
こ
と
が
望
ま
れ

る
｡

２
協
働
事
業
の
協
議
に
つ
い
て

協
働
事
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
､
県
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
が
対
等
の
立
場
に
立
っ
て
､
事
前
に
十
分
に
事
業
内
容

に
つ
い
て
協
議
を
行
い
､
事
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
｡

協
働
事
業
を
実
施
す
る
過
程
に
お
い
て
､
事
業
内
容
を
変
更
す
る
こ
と
も
あ
り
え
る
が
､
事
業
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
も
､
ま

た
､
信
頼
関
係
と
対
等
な
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
構
築
の
た
め
に
も
､
事
前
協
議
を
十
分
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

３
協
働
事
業
の
評
価
､
反
映
に
つ
い
て

県
民
サ
ー
ビ
ス
向
上
事
業
に
お
い
て
は
､
｢協
働
の
取
組
確
認
シ
ー
ト
｣
を
使
っ
た
協
働
事
業
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
た
が
､

そ
れ
以
外
の
事
業
に
つ
い
て
も
評
価
す
る
必
要
が
あ
り
､
事
業
終
了
後
に
協
働
の
評
価
を
十
分
に
実
施
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
見

受
け
ら
れ
た
｡

協
働
事
業
の
終
了
後
に
お
い
て
､
県
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
協
働
に
つ
い
て
の
お
互
い
の
自
己
評
価
を
持
っ
て
意
見
交

換
を
行
い
､
評
価
の
客
観
性
を
高
め
る
と
と
も
に
､
今
後
の
協
働
事
業
の
企
画
､
実
施
へ
と
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
あ
る
｡

今
後
は
､
協
働
事
業
の
評
価
等
を
十
分
に
行
い
､
意
見
交
換
し
て
協
議
を
行
う
な
ど
､
今
後
の
協
働
事
業
に
反
映
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
｡

４
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
基
盤
強
化
に
つ
い
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
財
源
は
､
会
費
や
寄
付
､
自
主
事
業
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
､
そ
の
財
政
規
模
は
､
10
0万
円
未

満
が
25
％
､
1,
00
0万
円
以
下
が
60
％
を
占
め
て
い
る
｡
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
資
金
面
で
苦
労
し
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て
お
り
､
早
期
の
支
払
い
の
方
法
を
検
討
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
見
が
見
受
け
ら
れ
た
｡

県
で
は
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
基
盤
強
化
事
業
と
し
て
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
対
し
､
専
門
的
な
ス
キ
ル
を
も
っ
た
人
材
を
派

遣
す
る
事
業
を
実
施
す
る
な
ど
努
め
て
い
る
が
､
協
働
事
業
を
実
施
す
る
中
で
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
に
配
慮
す
る

と
と
も
に
､
事
業
の
終
了
後
も
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
自
主
的
な
活
動
が
継
続
で
き
る
よ
う
､
基
盤
強
化
､
人
材
育
成
､
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
な
ど
へ
の
助
言
等
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡

な
お
､
委
託
金
額
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
､
概
算
払
い
や
前
金
払
い
に
つ
い
て
考
慮
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
｡

５
活
動
環
境
整
備
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
措
置
に
つ
い
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
は
､
平
成
18
年
度
に
吉
塚
合
同
庁
舎
に
移
転
し
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
認
証
業
務
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
の
相
談
業
務
な
ど
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
を
一
元
的
に
支
援
す
る
こ
と
が
で
き
､
利
用
者
の
利
便

性
が
向
上
し
て
い
る
｡

ま
た
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
向
け
の
会
計
・
税
務
セ
ミ
ナ
ー
､
Ｉ
Ｔ
活
用
及
び
企
画
提
案
力
セ
ミ
ナ
ー
及
び
協
働
推
進
セ

ミ
ナ
ー
を
年
間
数
多
く
開
催
し
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
基
盤
強
化
に
取
り
組
ん
で
い
る
｡

今
後
は
､
相
談
内
容
や
団
体
か
ら
の
要
望
等
を
踏
ま
え
､
セ
ミ
ナ
ー
内
容
の
更
な
る
充
実
を
図
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
｡

６
公
募
に
お
け
る
応
募
団
体
の
拡
大
に
つ
い
て

協
働
委
託
事
業
の
中
に
は
､
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
､
県
事
業
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
て
､
協
働
の
相
手
方
を
公
募
し
て
い

る
も
の
が
あ
る
｡

し
か
し
､
公
募
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
１
団
体
の
み
の
応
募
と
な
り
､
事
実
上
の
単
独
随
意
契
約
と
な
っ
て
い
る
事
例
も
あ

っ
た
｡

今
後
は
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
不
参
入
の
原
因
を
調
査
す
る
な
ど
､
原
因
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
､
社
会
活

動
推
進
課
に
お
い
て
も
､
幅
広
い
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
か
ら
の
応
募
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
情
報
提
供
等
を
行
う
こ
と
が
望

ま
れ
る
｡

７
企
業
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
に
つ
い
て

企
業
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
に
つ
い
て
は
､
全
国
に
先
駆
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
､
今
年
度
､

県
は
､
企
業
に
対
し
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
協
働
に
対
す
る
関
心
の
度
合
い
な
ど
の
実
態
調
査
を
行
っ
た
結
果
､
よ
り

一
層
の
情
報
の
共
有
化
を
求
め
る
声
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
｡

企
業
に
と
っ
て
は
､
先
駆
性
と
専
門
性
を
備
え
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
連
携
す
る
こ
と
に
よ
り
､
よ
り
質
の
高
い
社
会

貢
献
活
動
を
実
施
で
き
る
も
の
で
あ
り
､
今
後
と
も
､
情
報
の
共
有
化
に
取
り
組
む
と
と
も
に
､
行
政
､
企
業
及
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
間
の
情
報
交
換
を
促
進
し
､
更
に
協
働
事
業
に
な
げ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
｡

８
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
に
対
す
る
広
報
や
啓
発
に
つ
い
て

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
数
は
､
全
国
８
位
と
な
っ
て
い
る
が
､
地
域
に
よ
っ
て
偏
り
が
あ
る
｡
し
か
し
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
は
各
地
域
で
特

性
が
あ
り
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
数
だ
け
で
活
動
が
活
発
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
地
域
的
な
課
題

や
住
民
ニ
ー
ズ
も
多
様
で
あ
り
､
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
報
及
び
啓
発
を
ど
う
す
る
か
工
夫
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡

ま
た
､
県
で
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
発
の
情
報
を
発
信
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
が
､
県
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
は
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
興
味
の
あ
る
人
向
け
の
情
報
発
信
で
あ
り
､
そ
れ
以
外
の
広
く
一
般
県
民
へ
の

広
報
を
す
る
た
め
､
県
広
報
誌
､
例
え
ば
､
｢県
政
だ
よ
り
｣
等
に
掲
載
す
る
こ
と
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
｡
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今
回
の
監
査
は
､
｢Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
に
つ
い
て
｣
を
テ
ー
マ
と
し
て
､
平
成
20
年
度
に
県
が
実
施
し
た
協
働

事
業
を
対
象
に
県
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
事
業
が
適
切
に
推
進
さ
れ
て
い
る
か
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
活
動

し
や
す
い
環
境
は
整
備
さ
れ
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
､
監
査
を
行
っ
た
｡

今
日
､
少
子
高
齢
化
や
県
民
意
識
の
多
様
化
に
伴
い
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
活
動
は
､
福
祉
や
子
育
て
､
環
境
問
題
な
ど

様
々
な
領
域
に
広
が
っ
て
い
る
｡
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
､
今
や
行
政
､
企
業
と
と
も
に
社
会
を
構
成
す
る
主
体
と
し
て
､
現

代
社
会
に
お
い
て
欠
か
せ
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
｡

協
働
を
さ
ら
に
推
進
す
る
た
め
に
は
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
､
新
た
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手
と
し
て
期
待
さ
れ
て
お

り
､
社
会
的
信
頼
や
責
任
が
求
め
ら
れ
､
自
立
性
や
専
門
性
等
の
向
上
に
団
体
自
ら
が
さ
ら
に
努
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
｡ ま
た
､
県
職
員
等
の
協
働
に
対
す
る
意
識
を
よ
り
一
層
高
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
､
企
業
の
意
識
を
高
め
る
と
と
も
に
行

政
､
企
業
及
び
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
が
共
通
の
認
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡

県
で
は
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
の
協
働
を
推
進
し
て
い
く
こ
と
を
県
政
の
重
要
な
柱
と
し
て
位
置
づ
け
て
お
り
､
県
民
ニ

ー
ズ
が
多
様
化
す
る
中
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
成
す
る
視
点
か
ら
､
そ
の
自
主
的
活
動
が
さ
ら
に
発
展
､
活
性
化
す
る
よ

う
環
境
整
備
に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

今
後
は
､
本
監
査
結
果
及
び
意
見
に
十
分
留
意
の
上
､
県
行
政
の
各
分
野
に
お
い
て
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
理
解
を
促
進

す
る
と
と
も
に
､
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
持
つ
特
性
を
活
か
し
た
協
働
を
よ
り
一
層
推
進
し
､
活
力
に
あ
ふ
れ
た
地
域
社
会
が

実
現
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
｡
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